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12:45       

 

 

13:00～14:30 
 

・ アクティビティ・ケアとは「食事」「排泄」「入浴」の三大介護に、「遊び」「芸術」

「自然」をプラスして、高齢者お一人おひとりに見合った心の元気を与えること

が、自己実現のために必要不可欠だと考えています。  
・  

              ＊芸術教育研究所所長  
              ＊高齢者アクティビティ開発センター代表  

所長  多田 千尋 先生 
 

 

14:45～16:15 

 
 

――――  給付と負担を中心に ――――  
 

※ 現在、厚生労働省介護保険部会委員はじめ、政府の審議等

４つの委員を務める  
 
＊講師  河原 四良（ＮＣＣＵ顧問・政策主幹）  

            
と き  ２月１６日（土） 1２時３０分～１６時３０分  

            （受付 12 時～） 

・ところ 「ＵＡゼンセン愛知県支部会館」 
      名古屋市中区千代田 3-9-12 

 

・ 参加対象 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 

居住する組合員 

  

      先 着 70 名 にさせていただきます  

・申込締切日： 2 月９日（土）  

＊ 尚、参加出来るか否かの連絡は、定員を超えた場合  

に限り、対象にご連絡致します。予めご了承下さい。  

 

・ 交通費 ：実費支給 

・ お問合せ先：ＮＣＣＵ東海・北陸総支部（担当村部）    （JR 東静岡駅 徒歩 6 分） 

電話      （090）7808－9254      

東海・北陸 第８9 号 
２０１３年１月１６日発行 

UA ゼ ン セ ン  

日 本 介 護 ク ラ フ ト ユ ニ オ ン  

発 行 人 Ｎ Ｃ Ｃ Ｕ 事 務 局 長   染 川  朗  

編 集 人 東 海 ・ 北 陸 総 支 部 長  村 部  修  

連 絡 先  上 記 と 同 じ  

地 下 鉄 鶴 舞 線 ６番 出 口 （ローソン前 ）から徒 歩 ３分  



 

ＦＡＸ ０５２―３２１－８５９４ 

 

NCCU東海・北陸総支部ステップアップ研修会申込書 
 

連絡日   月  日 分会名  連絡者名  電話番号  

 

車で来場されますと、駐車料金対応に大変混乱いたしますので、公共交通機関をご利用願います。 
 

氏 名  職場名 
事業所 

 
職 種  

連絡先  電話番号  

交通経路と

費用 
電車）       駅 ～       駅   行き ￥ 
          駅 ～       駅    帰り ￥ 
バス）         ～           行き ￥ 
            ～            帰り ￥ 

氏 名  職場名 
事業所 

 
職 種  

連絡先  電話番号  

交通経路と

費用 
電車）       駅 ～       駅   行き ￥ 
          駅 ～       駅    帰り ￥ 
バス）         ～           行き ￥ 
            ～            帰り ￥ 

氏 名  職場名 
事業所 

 
職 種  

連絡先  電話番号  

交通経路と

費用 
電車）       駅 ～       駅   行き ￥ 
          駅 ～       駅    帰り ￥ 
バス）         ～           行き ￥ 
            ～            帰り ￥ 

※私は、個人情報の取扱いについて、下記の内容（会議・集会およびイベント参加者の個人情報について）に同意するととも
、ＮＣＣＵに対し、上記申込書の個人情報の提供を承諾します。 に 

 
会議・集会およびイベント参加者の個人情報の取扱いについて 
 
１．個人情報の適切な保護と管理者  
ＮＣＣＵは、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、組合員の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を予防する保護策を講じています。ＵＩゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン 個人

情報保護管理責任者 久保芳信 TEL：03-5730-9381  FAX：03-5730-9382 〒105-0014 東京都港区芝２－２０－１２ 友愛会館１３Ｆ 
２．個人情報の利用目的および個人情報を提供されることの任意性について  
ＮＣＣＵ本部、総支部、分会主催の会議・集会およびイベント参加者の個人情報は、会議・集会およびイベント開催を行うために、大切な情報資産として以下の目的に利用します。（１）参加資格の確認および参加時の出欠確

認（２）集団行動の場合および旅行社等を利用する場合の連絡業務（３）配布文書およびＮＣＣＵ各種報告書への記載（４）傷害保険への加入申請 これ以外の利用については、予め本人の了承を得たうえで利用します。 
会議・集会およびイベント参加者が、当該会議・集会およびイベントに係わる個人情報をＮＣＣＵに提供されるか否かはご自身の判断によりますが、もしご提供されない場合には、会議・集会およびイベントへの参加や、参加

全日程の安全に係わる保障が提供できない場合がありますので予めご了承ください。 
３．個人情報の第三者への提供 
以下に記載した内容以外に個人情報の提供は一切行いません。 
①第三者に提供する目的 ① ＮＣＣＵに代って会議・集会・イベントに係わる資料作成を行う場合及び参加組合員の傷害保険申請に係わる手続に必要な場合②法令または裁判所その他の政府機関より適

法に開示を要求された場合、その他特定の目的のために会議・集会およびイベント参加者から同意を得た場合。 
②提供する個人情報の項目 氏名,総支部名,支部名,分会名（法人名）,所属事業所名,連絡先電話番号,職務,職位,性別,住所 （〒含む）・電話番号等 
③提供の手段又は方法 書面、または暗号化したデータを送付 
④提供を受ける者の組織種類、属性 会議・集会・イベントに係わる会場，宿泊等を手配する観光事業者等 
⑤個人情報の取扱いに関する契約 個人情報の取り扱いにつきましては、機密保持契約によって提供先が適切に個人情報保護を行なうよう義務付けています。 
４．個人情報の取り扱いの委託 
ＮＣＣＵは事業運営上、組合員により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる

委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などにより組合員の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 
５．個人情報の開示等の請求 
組合員は当該申込書に記載した個人情報について、開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止）をＮＣＣＵ問合わせ窓口に申し出ることができます。その際、Ｎ

ＣＣＵは組合員ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、「７．個人情報の開示などの手続き」をご覧ください。 
６．個人情報の保護管理者および問い合わせ先 
※個人情報保護管理責任者  久保芳信  ※苦情・相談窓口責任者    長谷川剛志   ※連絡先  日本介護クラフトユニオン TEL：03-5730-9381  FAX：03-5730-9382 〒105-0014 東京都港区芝２－２０－１２ 友愛会

館１３Ｆ 
７．個人情報の開示などの手続き 
 ＮＣＣＵでは個人情報保護法に基づいて、ＮＣＣＵが保有する個人情報について開示の請求を下記のとおり受け付けます。 
(1) 開示請求等の窓口 日本介護クラフトユニオン 苦情・相談窓口責任者 長谷川剛志〒105-0014東京都港区芝2－20－12友愛会館13ＦTEL03-5730-9381 FAX03-5730-9382 
(2) 開示請求方法と手数料 開示請求等の際には、下記ＮＣＣＵ所定の請求書に本人確認書類を添付のうえ、郵送にて請求していただきます。手数料はかかりません。 
内 容 請求書の種類 
利用目的の通知の場合 開示対象個人情報利用目的通知請求書 
開示請求の場合 開示対象個人情報開示請求書 
訂正、追加又は削除請求の場合 利用の停止、消去及び第三者への提供の停止請求の場合 開示対象個人情報訂正等及び利用停止等請求書 
(3) 本人確認のための書類 本人確認が可能なＮＣＣＵへの登録情報の2項目程度を上記(2)の書面と同時に受け取るか、(2)の書面を受け取り後、問合せる等の手続きにより本人確認を行うものとする。 
(4)代理人による開示等の求めの場合 代理人による開示等の求めの場合、前記2)～3)に加えて、代理権が確認できる下記（a）の書類の写しいずれか及び代理人自身を証明する（b）の書類の写しのいずれかを必要とします。
（a）代理人である事を証明する書類 ＜開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人の場合＞ ①本人の委任状（原本） 
＜代理人が成年被後見人の法定代理人の場合＞ ①後見登記等に関する登記事項証明書   ②その他法定代理権の確認ができる公的書類 
（b）代理人自身を証明する書類 （本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りで収集するものとする。） 
①運転免許証   ②パスポート   ③健康保険の被保険者証  ④住民票  ⑤住民基本台帳カード                                        以 上 

 

 

提出期限 ２ 月 ９日 必着 


	ステップアップ研修会　（名古屋　NO.８９案内）
	（新参加申込書）

